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剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しに関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 25 年 3 月 31 日を基準日とする

剰余金の配当及び別途積立金の取り崩しを行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、当社は会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことができる旨、定款に

定めております。 

 

記 

 

１．剰余金の配当 

（1）配当の内容 

 決  定  額 
直近の配当予想 

（平成 25年 4月 30 日公表） 

前期実績 

（平成 24年 3 月期） 

基 準 日 平成 25 年 3月 31 日 同左 平成 24 年 3月 31 日 

１株当たり 

配 当 金 
1 円 50 銭 1 円 50 銭 0 円 00 銭 

配当金総額 35 百万円 － － 

効力発生日 平成 25 年 6月 28 日 － － 

配 当原 資 利益剰余金 － － 

 

（2）理由 

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主の皆様に安定的かつ継続的な利益還元を行うこと

を基本方針としております。この基本方針に基づき、経営環境及び業績動向等を総合的に勘案した結果、平

成 25 年 3 月期の期末配当金を 1株当たり 1円 50 銭とさせていただきます。 

 

２．別途積立金の取り崩し 

（1）減少する剰余金の項目及びその額 

別途積立金  1,700,000,000 円 

（2）増加する剰余金の項目及びその額 

   繰越利益剰余金  1,700,000,000 円 

（3）実施の目的 

   別途積立金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金の損失処理と期末配当の実施を可能とするため。 

（4）効力発生日 

平成 25 年 5月 24 日 

 

以  上 
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